
協議第３９号

社会教育関係事業（協定項目２２－１６）について

社会教育関係事業について、別紙のとおり提出する。

平成１７年３月８日提出

東村・吾妻町合併協議会

会長 一場 貞



東村・吾妻町合併協議会の調整表

協議事項 ２２－１６ 社会教育関係事業 整理番号 事務事業名

社会教育関係事業の取扱いは、次のとおりとする。

調整方針案

１．社会教育委員については、合併時に再編する。

２．青少年問題協議会については、合併後に再編する。

３．生涯学習推進については、合併後に再編する。

４．成人式については、合併後に東村の例により再編する。合併当年度は旧町村別に行い、合併次年度からは同一で実施する。

５．人権教育振興事業については、合併時に吾妻町の例により再編する。

６．人権教育推進委員会については、合併時に再編する。

７．家庭教育学級については、 合併後に再編する。

８．ＰＴＡ支援については、合併後に再編する。

９．子ども会育成協議会支援については、合併後に再編する。

10．青少年健全育成会支援については、合併後に再編する。

11．婦人会支援については、合併後に再編する。

12．若妻会支援については、合併後に再編する。

13．社会教育施設使用料については、現行のまま存続する。

現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

１．社会教育委 １．定数 ２５人以内（委員１２人） １．定数 ２０人以内 【調整の区分】

員 ※25人は東村公民館条例による 合併時に再編する。

２．任期 ２年 ２．任期 ２年

３．報酬 日額 ８，２００円 ３．報酬 日額 ７，７００円 【具体的な調整方針案】

合併時に次のとおり調整し再編する。

委員数 １０名以内

任期 ２年

報酬 日額

報酬は報酬審議会で再編する。



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

【調整方針の理由】

社会教育法第１５条に基づき、社会教

育に関する諸計画の立案や、教育委員会

の諮問に応じる等、生涯学習を進める上

で委員会のしめる役割は大きいので、合

併時に再編する。

２．青少年問題 １．名称 東村青少年問題協議会 １．名称 吾妻町青少年問題協議会 【調整の区分】

協議会 ２．組織 ２．組織 合併後に再編する。

①会長は村長をもってあてる。 ①会長及び委員若干人で組織する。

②委員は，次の各号に掲げる範囲内におい ②会長は町長をもってあてる。 【具体的な調整方針案】

て会長が任命又は委嘱する。 ③協議会に委員の互選により副会長１人を 合併後に期日・人数・報酬・組織を調

（１）議会議員・ ２）助役・ ３）教育長 おく。 整し再編する。報酬額は報酬審議会で再（ （

（４）教育委員・ ５）学校長・ ６）警察 議会議員・関係行政機関の職員および 編する。（ （

官・ ７）住民福祉課長・ ８）民生（児 学識経験者の中から町長が委嘱する。（ （

童）委員・ ９）保護司・ 10）社会福祉 【調整方針の理由】（ （

関係団体の長・ (11) ＰＴＡ会長・ (12) 青少年の指導、育成、保護等の総合的

青年団長・ (13) 婦人会長・ (14) 学識 な施策を審議するために設置する。

経験者

３．任期 ２年 ３．任期 ２年

３．生涯学習推 ・生涯学習推進大会 １．組織 【調整の区分】

進 該当なし ①生涯学習推進協議会 合併後に再編する。

町・議会・商工会・農業(農協)代表者

②生涯学習推進本部 【具体的な調整方針】

行政課長、公民館長 ・生涯学習推進協議会は合併後に再編す

③生涯学習担当者会 る。

、 。課長補佐・係長 ・生涯学習推進大会は 新町で開催する

④生涯学習推進会議 ・他の推進事業については合併後に再編

議員代表・関係団体の代表 される協議会において協議する。

※平成３年に整備したが、協議会は開かれ ・委員の報償は組織される協議会員の身



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

ていない状況。 分にもよるが、支給しない方向で調整

２．生涯学習推進大会 する。

「生涯学習で魅力ある町づくりをすすめ

る集い」を年１回開催。 【調整方針の理由】

主な行事は、講演会と生涯学習の推進 生涯学習推進協議会の｢心豊かで生き

団体の紹介 講演会予算は５０万円程度 る力をはぐくむ生涯学習社会の構築を目。（ ）

ざす」の目的を実現する。協議会の設立

は、合併時、新たに構成される各種組織

の結成を待ち、新町において調整する。

４．成人式 １．実施日 １．実施日 【調整の区分】

１月の成人の日の前日で午前中 ８月１５日 合併後に東村の例により再編する。

２．会場 ２．会場

東村農村環境改善センター 吾妻町コンベンションホール 【具体的な調整方針案】

３．日程 ３．日程 合併当年度は旧町村別に行い、合併次

①受付 ①受付 年度からは旧町村別には行わず同一で実

。 。②式典 ②アトラクション 施する 期日：１月の成人の日に絡める

③記念撮影 ③式典 10：30～

④アトラクション ④記念撮影 【調整方針の理由】

⑤解散 ⑤解散 一つの自治体となった自覚を持つ意味

でも、合併次年度から同一で開催する。

５．人権教育振 該当なし １．名称 【調整の区分】

興事業 ①人権教育指導者研修会 合併時に吾妻町の例により再編する。

②人権標語・作文コンクール

２．事業内容 【具体的な調整方針案】

①人権教育指導者研修会 事業内容を検討し、再編する。

人権教育推進委員、行政職員、PTA会員

等を対象に研修会を行う。 【調整方針の理由】

②人権標語・作文コンクール 住民があらゆる差別や偏見などの人権

「人権週間」の活動の一環として人権作 問題について、正しく理解・認識しても



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

文・人権標語コンクールを実施する。 らうため、社会教育の指導者や住民を対

・作文 小学生・中学生・一般から募集 象とした啓発活動を計画的・継続的に実。

・標語 小学校低学年・小学校高学年・ 施し、基本的人権尊重の理念を実現する

中学生・一般から募集。 実践力を育成する。

６．人権教育推 １．名称 １．名称 【調整の区分】

進委員会 人権教育推進委員会 吾妻町人権教育推進委員会 合併時に再編する。

２．目的 ２．目的

村民一人ひとりに，あらゆる差別や偏 委員会は人間の自由と平等の理念にの 【具体的な調整方針案】

見などの人権問題について，正しく理解 っとり、差別も偏見もない住みよい社会 新町において人権教育推進委員会を設

。 、 、・認識してもらうため，社会教育の指導 を実現するため、町民一人ひとりが人権 置する 委員の選出 報酬等については

者や村民を対象とした啓発活動を計画的 教育を正しく理解し自ずからの課題とし 新町で協議する。報酬額は報酬審議会で

・継続的に実施し，基本的人権尊重の理 てとらえ、その解決を図れるよう人権教 決定する。

念を実現する実践力を育成する。 育を推進することを目的とする。

３．委員 ３．委員 【調整方針の理由】

教育長を委員長とし、公民館分館長や 学校代表・老人会代表・婦人会代表・ あらゆる方面で人権教育の重要性が叫

学校長、ＰＴＡ会長等を委員とする。全 ＰＴＡ代表・文化協会代表・体育協会代 ばれている中、新町においても人権教育

員で18名。 表・商工会代表・議会代表・学識経験者 を推進する必要がある。

。 （ ）より 任期は２年 社会教育委員が兼任

平成16.17年度は13名。

７．家庭教育学 １．概要 １．概要 【調整の区分】

級 ①妊娠期子育て講座 町内４幼稚園で実施。 合併後に再編する。

開催月：８月 回数：１回 募集対象…各幼稚園の保護者。

参加対象者 未就学児の保護者 受講料…無料 内容によっては実費負担 【具体的な調整方針案】（ ）

②就学時健康診断等の機会を活用した子育 運 営…各幼稚園教諭・PTA会員が担当。 家庭教育の低下が言われているので、

て講座 開催日時…年間２回ぐらいで実施。 重要な業務になってくる。幼稚園入園前

開催月：１０月 回数：１回 ２．財源 及び小学校入学前には全ての幼稚園で継

参加対象者 小学校入学前の子ども 一般財源 続実施する。また、全ての中学校で「思

をもつすべての親 １園あたり４２，０００円で実施。 春期学級」等が実施できることが望まし

い。小学校での家庭教育学級も実施すべ



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

。 、③思春期子育て講座 きか検討する必要がある 妊娠期講座は

開催月：２月 回数：１回 保健サイドとの兼ね合いがあるので、連

参加対象者 中学校入学前の子ども 携を密にして実施していく必要がある。

をもつすべての親

２．財源 【調整方針の理由】

国庫補助金 人間性豊かな子どもを育てる基盤とな

・謝礼 １回２０，０００円 る家庭教育の充実を図る。家庭教育学級

、 。を開設し 家庭教育の一層の振興を図る

８．ＰＴＡ支援 １．名称 １．名称 【調整の区分】

東村ＰＴＡ連絡協議会 吾妻町幼小中ＰＴＡ連絡協議会 合併後に再編する。

２．組織 ２．組織

村内幼・小・中ＰＴＡの役員とする。 町内幼･小･中ＰＴＡの正副会長で構成 【具体的な調整方針案】。

会長１名、副会長３名、書記１名、会計 会長１名、副会長２名、書記１名、会計 両町村で組織されているために合併後

１名、会計監査３名、 １名、監査２名 も必要と考えられる。

事務局：教育課 事務局：社会教育課

３．財源 ３．財源 【調整方針の理由】

村補助金 ２６５，０００円 町補助金 １８０，０００円 活動内容に違いがある。再編するにあ

負担金 ３，０００円 負担金 会員×２０円 たり内容の検討が必要と思われる。

研修会費 １９５，０００円

９．子ども会育 １．名称 １．名称 【調整の区分】

成協議会支援 東村子ども会育成団体連絡協議会 吾妻町子ども会育成団体連絡協議会 合併後に再編する。

２．目的 ２．目的

子ども会育成団体関係者の連絡を図り 単位子ども会育成会・各地区子ども会 【具体的な調整方針案】、

子ども会活動の向上発展と子ども会の健 育成会連絡協議会の連絡調整を図り、あ 両町村とも目的や活動内容がほぼ同じ

全育成に寄与する わせてその健全な発展を促進する。 であるために合併後に連絡協議会をまと

３．組織 ３．組織 める方向で再編する。

東小学校ＰＴＡ各支部長で組織 地区子ども会育成会連絡協議会の代表 役員数や補助金等を検討を要する。

会長１名、副会長１名、会計１名、書 で組織。代表は１年交代。 連絡協議会なので、新町においても支



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

記１名、理事３名 事務局:教育委員会内におく 援や助言のできる体制がが必要である。

事務局:教育委員会内におく ４．財源

４．財源 上毛かるた大会 ４０，０００円 【調整方針の理由】

村補助金 ２７０，０００円 単位子ども会に対する補助金 新町の子ども会育成協議会として策定

町より地区連協ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ大会に の必要あり。子ども会の健全育成のため

援助 ４５，０００円 合併後に再編する必要がある。

10．青少年健全 １．名称 １．名称 【調整の区分】

育成会支援 東村青少年健全育成協議会 吾妻町青少年健全育成会 合併後に再編する。

２．目的 ２．目的

育成会相互の連絡強調を図るとともに 青少年の健全育成及び非行防止に努め 【具体的な調整方針案】、

青少年の健全育成及び非行防止に努める るとともに、健全育成関係機関・団体相 新町において青少年健全育成協議会を

ことを目的とする 互の連絡調整をはかることを目的とする 設置する。委員の選出，報酬等について。

３．組織 ３．組織 は，新町で協議する。報酬額は報酬審議

会長１名、副会長２名、理事若干名、 会長：町長、 副会長：支部代表(4名) 会で決定する。

書記１名、会計１名、会計監査２名 理事若干名 幹事: 町職員代表(若干名)、

４．財源 ： 村補助金 ３０，０００円 書記：町教育委員会事務局職員 ２名 【調整方針の理由】（ ）

監査：理事の代表（２名） 青少年を取り巻く環境や青少年に起因

支部 する事故や事件が多発していることか

原町、太田、岩島及び坂上支部 ら，新町においても地域ぐるみの体制づ

４．財源 ： 町補助金 ９０，０００円 くりが必要となる。

11．婦人会支援 １．名称 １．名称 【調整の区分】

吾東婦人会 吾妻町婦人会連絡協議会 合併後に再編する。

２．目的 ２．目的

村の発展を図る共に道義の昂揚と教育 婦人の使命を自覚し団体活動を通じて 【具体的な調整方針案】

の向上をとを図り、婦人会の充実を持っ 会員個々の教養を高め、相互の親睦を深 合併後に統一することを働きかける。

て、婦人の教養育成に資するをその目的 めすすんで地域社会に奉仕することを目 あるいは、当面の措置として両町村だ

とする。 的とした地域婦人会の育成と連絡調整及 けの連絡協議会を組織することを働きか

び指導者の育成をおこなう。 ける。



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

３．組織 ３．組織 補助金については、不平等でない補助

会長１名、副会長１名、書記１名、会 会長１名、副会長１名、書記１名、会 金制度を検討し確立する。

計１名、監査２名、役員１０名、会員約 計１名、監査２名、事務局：社会教育課

１００名、事務局：教育課１名 １名 【調整方針の理由】

４．財源 ４．財源 会員相互の交流をはじめ、婦人の教育

会費 年５００円 負担金 ４０，０００円 ・社会参加等、存在理由は明確である。

村補助金 ８００，０００円(一般会計) 町補助金 ３９３，０００円 合併により、活動範囲は広域・多様化

指導者研修 １９５，０００円 するが、組織の弱体化だけは避けなけれ

ばならない。

12．若妻会支援 １．名称 該当なし 【調整の区分】

東村若妻会 合併後に再編する

２．組織

５支部あり、それぞれ支部長１名、副 【具体的な調整方針案】

支部長１名が本部役員となる。 合併後に統一することを働きかける。

本部役員は、会長１名、副会長・会計 各団体の事務の執行との調整を図り、

１名、役員８名で構成される。会員数約 補助金についても、不平等でないような

９０人。事務局は教育課職員が１名。 補助金制度を検討する。

３．事業内容

会員相互の交流 【調整方針の理由】

スポーツ交流会の共催 会員相互の交流や子育て等、存在理由

他町村との交流 は明確である。また、各個人の活動範囲

会員旅行 は、格段に拡大しており、町村が一つに

若妻学級の開催 など なった場合、現在組織されていない町民

[財源] もこの団体に参加することも可能になる

村補助金 １８２，０００円(一般会計) ように調整が必要である。婦人会とのか

ねあいで統合は難しいと思われるので、

若妻会として存続させる必要がある。

13．社会教育施 該当なし 交流促進センター施設使用料 【調整の区分】

設使用料 ①ステージ・アリーナ使用 存続する。



現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

・午前3,000円 ・午後4,000円 【具体的な調整方針案】

・夜間4,000円 ・全日11,000円 新町においても存続とする。

②ステージのみ使用

・午前1,500円 ・午後2,000円 【調整方針の理由】

・夜間2,000円 ・全日5,500円 両町村間に類似施設はなく、吾妻町の

③アリーナのみ使用 運営を継承する。

・午前1,500円 ・午後2,000円

・夜間2,000円 ・全日5,500円

④観覧席使用（可動椅子等）

・午前1,000円 ・午後1,000円

・夜間1,000円 ・全日3,000円


